
	

議案第	 	 号	

	

川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について	

	

川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。	

	

平成３０年	 	 月	 	 日提出	

川崎市長	 福	 田	 紀	 彦	

	

川崎市手数料条例の一部を改正する条例	

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。	

第２条ただし書中「第２７４号」を「第２７６号」に改め、同条第１９７号

イ(ア)中「第２６２号及び第２６４号」を「第２６４号及び第２６６号」に改め、

同条中第２９０号を第２９２号とし、第２７０号から第２８９号までを２号ず

つ繰り下げ、同条第２６９号中「第２６２号」を「第２６４号」に改め、同号

を同条第２７１号とし、同条第２６８号ア中「第２６４号ア」を「第２６６号

ア」に改め、同号イ中「第２６４号イ」を「第２６６号イ」に改め、同号ウ(ア)

ａ中「第２６４号ウ(ア)」を「第２６６号ウ(ア)」に改め、同号ウ(イ)ａ(ａ)中「第２

６４号ウ(イ)ａ」を「第２６６号ウ(イ)ａ」に改め、同号ウ(イ)ｂ中「第２６４号ウ

(イ)ｂ」を「第２６６号ウ(イ)ｂ」に改め、同号ウ(イ)ｃ中「第２６４号ウ(イ)ｃ」を

「第２６６号ウ(イ)ｃ」に改め、同号を同条第２７０号とし、同条第２６７号を

同条第２６９号とし、同条第２６６号ア(イ)中「第２６４号ア(イ)」を「第２６６

号ア(イ)」に改め、同号イ(イ)中「第２６４号イ(イ)」を「第２６６号イ(イ)」に改め、

同号ウ(イ)中「第２６４号ウ(イ)」を「第２６６号ウ(イ)」に改め、同号を同条第２
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６８号とし、同条第２６５号中「第２６７号」を「第２６９号」に改め、同号

を同条第２６７号とし、同条第２６４号ア(イ)ａ中「第２６６号及び第２６８号」

を「第２６８号及び第２７０号」に改め、同号ア(イ)ｂ及びｃ中「第２６８号」

を「第２７０号」に改め、同号を同条第２６６号とし、同条中第２６３号を第

２６５号とし、第２６２号を第２６４号とし、第２６１号を第２６３号とし、

同条第２６０号ア(イ)中「第２５８号ア(イ)」を「第２６０号ア(イ)」に改め、同号

イ(イ)中「第２５８号イ(イ)」を「第２６０号イ(イ)」に改め、同号ウ(イ)中「第２５

８号ウ(イ)」を「第２６０号ウ(イ)」に改め、同号を同条第２６２号とし、同条第

２５９号中「第２６１号」を「第２６３号」に改め、同号を同条第２６１号と

し、同条第２５８号ア中「第２６０号、第２６４号、第２６６号及び第２６８

号」を「第２６２号、第２６６号、第２６８号及び第２７０号」に改め、同号

イ中「第２６０号、第２６４号及び第２６６号」を「第２６２号、第２６６号

及び第２６８号」に改め、同号を同条第２６０号とし、同条中第２５７号を第

２５９号とし、第２５６号を第２５８号とし、第２５５号を第２５７号とし、

同条第２５４号中「第２５６号」を「第２５８号」に改め、同号ア中「第２５

２号ア(ア)又は(イ)」を「第２５４号ア(ア)又は(イ)」に改め、同号イ中「第２５２号

イ(ア)から(ケ)まで」を「第２５４号イ(ア)から(ケ)まで」に改め、同号ウ中「第２５

２号ウ(ア)又は(イ)」を「第２５４号ウ(ア)又は(イ)」に改め、同号を同条第２５６号

とし、同条第２５３号中「第２５５号」を「第２５７号」に改め、同号を同条

第２５５号とし、同条第２５２号イ中「第２５４号」を「第２５６号」に改め、

同号を同条第２５４号とし、同条中第２５１号を第２５３号とし、第２３０号

から第２５０号までを２号ずつ繰り下げ、第２２９号を第２３０号とし、同号

の次に次の１号を加える。	

(２３１)	 建築基準法第８５条第６項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の

申請に対する審査	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １件につき	 １６０，０００円	



	

同条中第２２８号を第２２９号とし、第２０６号から第２２７号までを１号

ずつ繰り下げ、同条第２０５号中「第４３条第１項ただし書」を「第４３条第

２項第２号」に改め、同号を同条第２０６号とし、同条第２０４号の次に次の

１号を加える。	

(２０５)	 建築基準法第４３条第２項第１号の規定に基づく建築の認定の申請に

対する審査	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １件につき	 ２７，０００円	

	 第５条中「第２条第２８８号」を「第２条第２９０号」に改める。	

	 	 	 附	 則	

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）

附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか

遅い日から施行する。	

	

	

参考資料	

	

制	 定	 要	 旨	

	

建築基準法の一部改正に伴い、接道規制の適用除外に係る建築の認定の申請

及び１年を超えて使用する特別の必要がある仮設建築物の建築の許可の申請に

係る手数料を新設するため、この条例を制定するものである。	

　建築基準法の一部改正に伴い、接道規制の適用除外に係る建築の認定の申請

に係る手数料及び１年を超えて使用する特別の必要がある仮設建築物の建築の

許可の申請に係る手数料を新設するため、この条例を制定するものである。




